
新型コロナウイルス感染症に関する帰国者・接触者相談センター 

 

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談下さい。 

 ・ 風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続いている 

  （解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます） 

 ・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

 

 ※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程続く場合 

 

帰国者・接触者相談センターではご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、

専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避け

て受診して下さい。 

 

 

【帰国者・接触者相談センター（県内保健所）】 

 受付時間 平日 ９時００分～１７時００分 

保健所名 連絡先 管内市町村 

水戸保健所 029-241-0100 水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町 

ひたちなか保健所 029-265-5515 
常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、 

東海村、大子町 

日立保健所 0294-22-4188 日立市、高萩市、北茨城市 

潮来保健所 0299-66-2114 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 

竜ケ崎保健所 0297-62-2161 
龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、 

阿見町、河内町、利根町 

土浦保健所 029-821-5342 土浦市、石岡市、かすみがうら市 

つくば保健所 029-851-9287 常総市、つくば市、つくばみらい市 

筑西保健所 0296-24-3911 結城市、下妻市、筑西市、桜川市、八千代町 

古河保健所 0280-32-3021 古河市、坂東市、五霞町、境町 

 

 厚生労働省でも新型コロナウイルスに係る電話窓口を開設しています。 

 厚生労働省 ： 受付時間９時００分～２１時００分 

 電話相談窓口 ： 0120-565653（フリーダイヤル） 

 

 

 茨城県ホームページにおいて情報が公開されております。 

 （茨城県ホームページ ： https://www.pref.ibaraki.jp/） 

 

 【注目情報】 

新型コロナウイルス感染症（対策・相談窓口等）について 

新型コロナウイルス感染症への対応状況 


